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○母性健康管理（妊娠中及び産後１年を経過しない女性が対象です。）

①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保

す診受を査診康健は又導指健保のめたの婦産妊が者働労性女、は主業事　 　

るために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

→詳しくは２ページ以下へ

②指導事項を守ることができるようにするための措置

導指らか等師医、け受を等査診康健、が者働労性女の後産出び及中娠妊　 　

を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導事項を守ることができる

ようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講

じなければなりません。

→詳しくは６ページ以下へ

③母性健康管理指導事項連絡カード

　　　→詳しくは１２ページ以下へ

○労働基準法における母性保護規定
（妊娠中及び産後１年を経過しない女性等が対象です。）　　　

→詳しくは１８ページ以下へ

○産前休業
　女性が請求した場合、産前は６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）女性を

就業させることはできません。

→詳しくは１８ページへ

○産後休業
　出産日の翌日から８週間女性を就業させることはできません。

　ただし、6週間経過後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業

務に就かせることは差し支えありません。

→詳しくは１８ページへ

○育児休業制度
　1歳に満たない子を養育する男女労働者は、育児休業を取得できます。

　育児休業制度等の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html）

をご覧ください。

女性労働者の妊娠・出産前後に事業主が講ずる措置
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